
 

第３期佐渡市子ども・子育て支援事業計画 

 

目 的 

地域の実情に応じた質の高い教育・保育及び子育て支援事業を計画的

に実施するために「子ども・子育て支援事業計画」を策定する。 

 

 

事 業 の 

内  容 

子ども・子育て支援法に基づき、国が示す基本指針やこども大綱を踏

まえた子ども・子育て支援に関するニーズ調査を行い、調査で得たデー

タ等をもとに「第３期佐渡市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：

令和７年度～令和 11 年度）」の策定を行う。 

 

●第３期 佐渡市子ども・子育て支援事業計画策定業務 

 

１ 受託者    株式会社 スピードリサーチ 

２ 契約期間   令和５年７月 12 日～令和７年３月 31 日 

３ 業務内容   令和５年度 ニーズ調査 

          令和６年度 計画の策定 

 

          ◎ニーズ調査対象者 

           就園前児童の保護者  約  150 世帯 

           就園児童の保護者   約 1,650 世帯 

           小学生児童の保護者  約 2,000 世帯 

 

 ４ 令和５年度スケジュール（予定） 

年  月 内   容 

令和５年 12 月 ニーズ調査票確定 

令和６年１月 ニーズ調査実施 

令和６年２月 ニーズデータ集計・分析結果の取りまとめ 

令和６年３月 ニーズ調査納品 

 

 ５ その他 

【こども大綱】 

こども施策を総合的に推進するために、こども施策に関する基本的

な方針、重要事項を定めるものです。これまで別々に作られてきた「少

子化社会対策大綱」・「子供・若者育成支援推進大綱」・「子供の貧困対

策に関する大綱」が束ねられ、こども大綱に一元化されることになり

ます。 

  令和５年秋頃に閣議決定される予定 

 

 

 


